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＊＊＊４月の主なスケジュール＊＊＊

開催日時 種別 内 容

４月１４日(木) 相談会 労働保険・社会保険なんでも個別相談会
・１５日(金) 詳細は今月号裏面をご覧下さい。

日本政策金融公庫 国民生活事業の融資概要

運 転 ５年以内 基準利率ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付 4,800万円
設 備 １５年以内 １．２５％～

基準利率
普通貸付 運 転 ５年以内

１．２５％～２．５０％4,800万円
設 備 １０年以内

◎セーフティネット貸付や普通貸付申込書に添付していただく書類は一般
的には次のとおりです。

【個人営業の方】 【法人営業の方】
・申告決算書 最近2期分 ・履歴事項全部証明書または登記簿謄本
（申告されている場合） ・最近2期分の確定申告書・決算書
・見積書 ・最近の試算表（決算後6カ月以上経過して
（設備資金をお申込の場合） いるか、または事業を始めたばかりで決算

を終えていない方）
・見積書（設備資金をお申込の場合）

★お申込み・お問い合わせ先★
日本政策金融公庫国民生活事業の融資申込は公庫新潟支店（新潟市中央区万代
4-4-27 NBF新潟テレコムビル９Ｆ TEL:025-246-2011・FAX:025-246-20
22）か当所（TEL:22-0121）まで。

資金繰り円滑化相談会（毎月､定例開催！）
中小企業者の事業の円滑な資金調達を支援するため、新津商工会議所を会場に
定例相談会を開催しています。どうぞご利用ください。

●新潟県信用保証協会定例相談会（原則毎月第１火曜日１０：００～）
４月 ５日(火)・ ５月１０日(火)

●日 本 政 策 金 融 公 庫 定 例 相 談 会（原則毎月第２火曜日１０：００～）
４月１２日(火)・ ５月１７日(火)

相談会のご利用の際は当所経営指導員(遠山、近藤、真野)まで
ご予約をお願いします。(TEL:0250-22-0121)

経営改善貸付（マル経融資 ※無担保・無保証人）

運 転 ７年以内融資限度額 2,000万円
設 備 10年以内

利率 １．１5％

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方

①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方

②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方

③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿

泊業及び娯楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下
の法人・個人事業主の方

④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方

⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

★お申込み・お問い合わせ先★ 新津商工会議所(TEL:0250-22-0121)

３名の経営指導員が地区別に相談に応じています。
（北部地区：遠山、東・南部地区：近藤、西部地区：真野）

経営改善貸付の他にも様々な融資制度がありますので、お気軽にご相談下さい。

補助金情報 ＜小規模事業者持続化補助金応募受付中＞

小規模事業者持続化補助金は小規模事業者が経営計画にもとづき、商工会議所
と一体となって取り組む「各種販路開拓等（チラシ作成、店舗改装、展示会出展、
商品開発など）」に係る費用の２／３を補助します。

１．受付締切日 ５月１３日（金）
（事業支援計画書の作成依頼は４月末日までにお願いします。）

２．補助対象者 常時使用する従業員が２０人以下の小規模事業者
（商業、サービス業は５人以下）

３．補助上限額 ５０万円（補助率２／３）

４．公募要項等 持続化補助金のホームページより申請書等を入手下さい。
（http://www.jizokukahojokin.info/）

本補助金の申請には応募事業者が商工会議所の支援を受けながら「経営計
画書、補助事業計画書」等を作成し、商工会議所が作成する「事業支援計
画書」の交付が必要となります。
締切間際の場合には対応できないこともありますので、応募される事業者
は早目に当所経営指導員（遠山、近藤、真野）までご相談下さい。
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～小規模企業の経営者の皆様へ～

退職後のゆとりある生活のために 小規模企業共済
小 規 模 企 業 共 済 制 度 と は 個 人 事 業 主 が 事 業 を 廃 止 し た 場 合 や 会 社 等 の

役 員 が 役 員 を 退 職 し た 場 合 な ど 、 そ れ ま で 積 み 立 て て こ ら れ た 掛 金 に 応

じ た 共 済 金 を お 受 け 取 り に な れ る 共 済 制 度 で す 。

税 制 面 で 大 き な メ リ ッ ト が あ り ま す ！

■ 掛 金 は 、 全 額 所 得 控 除
掛 金 は 、 全 額 が 「 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 」 と し て 課 税 対 象 所 得 か
ら 控 除 で き ま す 。

■ 共 済 金 は 、 退 職 所 得 扱 い ま た は 公 的 年 金 等 の 雑 所 得 扱 い
掛 金 は 月 額 1,000円 ～ 70,000円 ま で 、 500円 刻 み で 自 由 に 選 べ 、 加
入 後 増 減 額 が で き ま す 。

◎ 加 入 に つ き ま し て は 新 津 商 工 会 議 所 ま で （ TEL:0250-22-0121）

平成２８年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率について

平成２８年度の協会けんぽの健康保険料率が本年３月分(４月納付分)より、

次のとおり変更となりました。介護保険料率は前年度と変更ありません。
○新潟支部健康保険料率‥９．７９％（前年度は９．８６％）
○介護保険料率‥‥‥‥‥１．５８％（前年度と変更なし）
※40歳以上65歳未満の方は健康保険料率に介護保険料率が加わります。それ

以外の方は健康保険料率のみ適用されます。

労働保険・社会保険 なんでも個別相談会
日 頃 、 疑 問 に 思 っ て い る 年 金 、 健 康 保 険 、 労 災 雇 用 保 険 、 労 働 基 準 法

等 の 問 題 に つ い て 専 門 家 が 無 料 で 相 談 に 応 じ ま す 。 こ の 機 会 に 是 非 ご 利
用 く だ さ い 。

○ 日 時 ： ４ 月 14日 (木 )～ ４ 月 １ 5日 (金 ) ９ ： ０ ０ ～ １ ６ ： ０ ０
○ 会 場 ： 新 津 商 工 会 議 所 ３ 階 ホ ー ル 予 約 不 要
○ 相 談 員 ： 専 門 相 談 員
○ 主 な 相 談 受 付 項 目 ・ 労 働 保 険 年 度 更 新 申 告 手 続 き 等

・ 雇 用 保 険 、 労 災 保 険 に 関 す る こ と
・ 年 金 、 健 康 保 険 に 関 す る こ と
・ 労 働 基 準 法 に 関 す る こ と
・ 雇 入 、 解 雇 、 退 職 、 賃 金 等 に 関 す る こ と
・ そ の 他 （ 労 働 、 社 会 保 険 問 題 全 般 ）

もう一度ご確認ください

マイナンバーに対応するためのチェックリスト

マイナンバーに対応するために事業者に必要になるのが、まず「準備」です。

そして個人からマイナンバーを「収集」し、適切な「利用と保管」を行い、

不要になったマイナンバーを「廃棄」する必要があります。

従業員数の少ない事業者では、以下のチェックリストを、自社の体制づくり

の参考にしてください。

【準備編】
□マイナンバーに関する社内規定の作成をしましょう。

□マイナンバーを取り扱う人を、あらかじめ決めておきましょう。

（給料や社会保険料を取り扱っている人など）

□マイナンバーを従業員から取得する際には、マイナンバーに関する研修を

行い、利用目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用

保険届出」）を伝えましょう。

【収集編】
□マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確

認と身元の確認が必要です。顔写真の付いている「個人番号カード」か、

平成27年10月以降自宅に届けられている「通知カード」と「運転免許証」

などで確認を行いましょう。

※従業員で身元の確認が十分できている場合で、対面により番号の提供を

受けているときは、番号だけ確認してください。またアルバイトやパー

トの方も、番号確認や身元確認が必要となります。

【利用と管理編】
□マイナンバーが記載された書類は、鍵がかかる棚や引き出しに大切に保

管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。

□パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフ

トを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。

【廃棄編】

□従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、

復元できないように細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類

を廃棄しましょう。パソコ ンに入っ ているマ イナンバ ーも削除し ましょう。

お問い合わせ先 マイナンバー総合フリーダイヤル

TEL:0120-95-0178 平日9:30～22:00 土日祝9:00～17:30


